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第19回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記当社ウェブサイトにアクセスいただき、ページ下部の「株式について」のうち「株主総会」を
　選択し、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」にマイクロアド又は「コード」
　に当社証券コード「9553」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択し、
　「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使するこ
とができます。お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、その方法に
つきましては、３頁から４頁の「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき、2025年12月
18日（木曜日）午後６時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2025年12月19日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 東京都渋谷区道玄坂1-12-2

渋谷エクセルホテル東急（渋谷マークシティ内）　６階　プラネッツルーム
（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の会場ご案内図を
ご参照の上、お間違えのないようにご注意ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第19期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第19期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

４．賛否の表示がない等の場合の議決権の取り扱いについての決定事項
（１）書面（郵送）による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示が
　　　あったものとしてお取り扱いいたします。
（２）同一の株主が書面（郵送）及びインターネットによる双方の議決権行使をした場合で、同
　　　一の議案に対する議決権行使の内容が異なる場合には、インターネットの方法による議決
　　　権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
（３）インターネットによる議決権行使が複数回行われた場合で、同一の議案に対する議決権行
　　　使の内容が異なる場合には、最後の議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたしま
　　　す。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

記

以　上

・ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。

・ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づ
き、下記の事項を除いております。
①事業報告の「新株予約権等の状況」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するため
　の体制及び当該体制の運用状況」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
上記①、②及び③は、監査報告の作成に際して会計監査人及び監査等委員会が監査をした
事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。

・ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の電子提供措置事項をとっ
ている各ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご了承ください。

・ 本株主総会の決議通知につきましても、本株主総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載
させていただきます。

・ 本株主総会におけるお土産のご用意はございません。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申
し上げます。議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示の上、切手を貼らずにご
投函ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年12月19日（金曜日）
午前10時

（受付開始:午前9時30分）

2025年12月18日（木曜日）
午後6時30分到着分まで

2025年12月18日（木曜日）
午後6時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
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インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く9:00～21:00）
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(2024年10月１日から
2025年９月30日まで)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当社グループの事業はデータプラットフォーム事業の単一セグメントでありますが、セグメン
トを構成する主要なサービスとして、データプロダクトサービス、コンサルティングサービスの
２つのサービスによって事業展開しております。当連結会計年度における、それぞれのサービス
の経営状況は下記のとおりです。

【データプロダクトサービス】
　データプロダクトサービスは「UNIVERSE」を中心とした、企業のマーケティング活動を支援
するデータプラットフォームです。様々な業界・業種に特化した多様なデータを保有し、それら
を有機的に統合分析することで、消費者の購買プロセスの可視化と予測、そのデータを活用した
広告配信から顧客属性等の分析レポート作成まで幅広く企業のマーケティング活動を支援してお
ります。
　「UNIVERSE」の拡大にあたっては、新たなデータパートナーとの提携による業種別プロダク
トの性能強化によって、より顧客のニーズや規模に合致したサービス提供を行っております。ま
た営業体制としては顧客の属性毎に最適化した営業組織を編成し、顧客ニーズを的確に捉えた製
品開発やサービス提供体制を整えております。
　これらの施策に加え、2024年４月には新卒採用による営業人員の大幅な強化を行い、それら
人員の活動が2025年度を通じて本格化したことによって、主要KPIである稼働アカウント数の順
調な拡大を実現しております。
　また、生成AI等を活用した業務効率化や業務削減を実施することで営業効率を高め、様々な原
価削減施策を実施したことで利益率が向上し、売上高・売上総利益ともに前年比で増加いたしま
した。
　これらの結果、データプロダクトサービスの売上高は6,991百万円（前年比2.3％増）、売上
総利益は2,605百万円（前年比15.8％増）となりました。
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【コンサルティングサービス】
　コンサルティングサービスは、「メディア向けコンサルティングサービス」と、「海外コンサ
ルティングサービス」の２つのサービスが属しております。
　メディア向けコンサルティングサービスは、日本国内においてインターネットメディアの広告
枠を預かり、様々な広告サービスを組み合わせることでメディア企業の広告収益を最大化するサ
ービスを提供しております。特に当社が提供する「MicroAd COMPASS」においてはメディア
企業に対する広告枠の企画提案や、提供する広告サービスの改善などによって事業を拡大してお
ります。
　海外コンサルティングサービスは、台湾を中心としたデジタルマーケティングのコンサルティ
ングサービスを提供しております。昨今の訪日観光客の急速な増加に伴い、日系企業のインバウ
ンドマーケティングの需要が拡大いたしました。加えて、新規事業として2025年９月期第２四
半期より、海外消費者向けに日本の人気VTuberなどのIP（知的財産）とメーカーの商品とのタ
イアップ企画から販売までを行う株式会社IPmixerを設立し、海外消費者向けの物販事業を開始
したことで、前年比では売上・売上総利益ともに増加しております。
　これらの結果、コンサルティングサービスの売上高は8,679百万円（前年比26.1％増）、売上
総利益は2,202百万円（前年比20.3％増）となりました。

　加えて、今後の業績見通し等を踏まえて繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、繰
延税金資産348百万円を計上いたしました。これに伴う法人税等調整額（△は利益）△348百万
円と、その他要因を合わせ、法人税等調整額△383百万円を計上いたしました。
　一方で、当社が保有する投資有価証券の一部について、取得価額に比べて時価または実質価額
が著しく低下したため、減損処理による投資有価証券評価損329百万円を特別損失として計上い
たしました。また、データプロダクトサービス及びコンサルティングサービスそれぞれにおい
て、開発費の一部をソフトウエアとして資産計上しておりましたが、今後の回収可能性を検討し
保守的に将来の収益見込み等を勘案した結果、一部ソフトウエアの帳簿価額の全額を減損処理
し、特別損失137百万円を計上いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度における売上高は15,670百万円（前年比14.3％増）、営業利益は
613百万円（前年比99.4％増）、経常利益は531百万円（前年比80.2％増）、親会社株主に帰属
する当期純利益は195百万円（前年比31.0％減）となりました。
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② 設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は272百万円
で、その主なものはデータプロダクト領域のソフトウエア開発によるものであります。
　また、当連結会計年度における重要な設備の除却・売却はありません。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度中に、グループ内の所要資金として金融機関より短期借入金として300百万
円の資金調達を実施しました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は2024年10月31日付で、当社が保有する株式会社MADSの株式の一部を譲渡いたし
ました。これに伴い、株式会社MADSは当社の連結子会社から外れ、持分法適用会社となりま
した。
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区 分 第 16 期
(2022年９月期)

第 17 期
(2023年９月期)

第 18 期
(2024年９月期)

第 19 期
(当連結会計年度)
(2025年９月期)

売 上 高 (千円) 12,227,257 12,868,467 13,712,977 15,670,556

経 常 利 益 (千円) 592,538 738,108 294,785 531,328

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (千円) 496,414 565,259 282,660 195,077

１株当たり当期純利益 (円) 19.65 20.87 10.27 7.10

総 資 産 (千円) 5,925,498 6,844,636 8,394,573 9,149,680

純 資 産 (千円) 2,872,788 3,729,929 3,897,365 3,897,029

１株当たり純資産 (円) 86.79 113.15 118.76 127.90

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

　（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
　　　　２．１株当たり純資産は、期末発行済株式総数により算出しております。
　　　　３．当社は、2023年10月１日付で普通株式１株につき3株の株式分割を行っております。そこ

で、第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当
たり純資産を算定しております。
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区 分 第 16 期
(2022年９月期)

第 17 期
(2023年９月期)

第 18 期
(2024年９月期)

第 19 期
(当事業年度)

(2025年９月期)

売 上 高 (千円) 7,046,470 8,733,163 10,177,341 12,364,459

経 常 利 益 (千円) 338,776 471,434 357,617 489,546

当 期 純 利 益 (千円) 1,012,798 432,609 280,446 595,727

１株当たり当期純利益 (円) 40.09 15.97 10.19 21.70

総 資 産 (千円) 3,212,431 4,035,077 5,414,452 6,763,529

純 資 産 (千円) 766,830 1,343,880 1,553,563 2,229,534

１株当たり純資産 (円) 28.65 48.92 56.24 80.31

② 当社の財産及び損益の状況

　（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
　　　　２．１株当たり純資産は、期末発行済株式総数により算出しております。
　　　　３．当社は、2023年10月１日付で普通株式１株につき3株の株式分割を行っております。そこ

で、第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当
たり純資産を算定しております。

－ 9 －



会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 エ ン ハ ン ス 10百万円 100% メディア企業の広告収益等の拡大に向けた
コンサルティングサービスの提供

Mic roAd  Ta iwan ,  L td . 6百万台湾元 70%
(70%)

台湾、その他東アジアでのデジタルマーケ
ティングに関する課題解決を目的としたコ
ンサルティングサービスの提供

株式会社UNCOVER TRUTH 10百万円 92.4%
企業によるデータ活用、DX等に関するコ
ンサルティングサービスや自社プロダクト
の提供

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１．当社には、会社法に規定される特定完全子会社はありません。
　　　２．議決権の所有割合の（）内は、間接所有割合で内数であります。
　　　３．2024年10月31日付で、当社が保有する株式会社MADSの株式の一部を譲渡し、同社は当社の連結

　　子会社ではなくなったため、重要な子会社から除外いたしました。

－ 10 －



(4) 対処すべき課題
① 自社サービスの継続的な強化
　　当社グループのデータプラットフォーム事業における各種サービスは、自社開発による当社
グループでしか提供できない独自の価値創造に注力してまいりました。特に顧客企業の業界・
業種に特化したサービス展開を重視しており、業界・業種に最適な消費行動データの拡充、業
界・業種に特化したＡＩによるデータ分析モデルの構築、様々なデータ活用手段の開発など、
顧客企業の業界・業種毎に最適なサービスを提供できるよう努めております。今後も継続的な
サービスの拡大を実現するために、それぞれの業界・業種の課題を的確に把握し、消費行動に
対する深い洞察と仮説設計を行い、ＡＩによる分析モデルの構築につなげ、最適なマーケティ
ングソリューションを開発し続け、競争力の強化と企業価値向上に努めてまいります。

② 新サービス等の継続的な創出
　　当社グループのデータプラットフォーム事業においては、業界・業種に特化したサービス開
発を推進していくことを事業戦略の中心に据えておりますが、より多くの顧客企業のマーケテ
ィングニーズに応え、事業を拡大していく上では、常に新しい業界・業種のサービス開発を行
っていく必要があると考えております。また、人々の生活のデジタル化が促進され、インター
ネットがより身近になっていく環境において、時代に即した新しいデータの獲得手法の開発
と、スマートフォンやＰＣに限らず、新しいデバイスを活用した情報伝達手法の開発も重要で
あると考えております。絶えず消費者の生活の変化、行動の変化を捉え、新しい事業・サービ
スの創出に努めてまいります。

③ プライバシー保護に配慮したデータの利活用
　　当社グループでは、データプロダクトサービスを中心に、外部の提携企業から消費者の行動
データの提供を受け、独自の分析を行うことで様々なサービス提供を行っております。データ
の受領や利活用にあたっては、プライバシーに配慮した細心の注意を払って取り組む必要があ
ると考えております。インターネット上のプライバシー保護にあたっては、継続的に様々な議
論が行われており、その動向は将来にわたって変化していく状態にあります。当社グループと
しては、「個人情報の保護に関する法律」に基づく規制をはじめとして、諸外国の関連法制の
動向把握を積極的に行っていくことで、その変化に迅速に対応してまいります。また、そのよ
うな規制に基づいた、社内のデータ利活用及び情報セキュリティに関する規律の強化、社員教
育の徹底、プライバシー・バイ・デザインによるシステム設計を推進することで、プライバシ
ー保護を前提としたサービス開発を推進してまいります。
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④ アドフラウド、ブランドセーフティへの対策
　　デジタル広告市場の急速な拡大に伴って、近年はアドフラウド（広告不正）問題や、不適切
なメディアへの広告掲載による広告主企業のブランド毀損問題など、デジタル広告特有の問題
が指摘されています。当社はこれらの問題を深刻に受け止めており、一般社団法人デジタル広
告品質認証機構（JICDAQ）のガイドラインに準拠し、第三者による検証プロセスを経て、
JICDAQのアドフラウド認証及びブランドセーフティ認証を取得しております。当社グループ
では、引き続き迅速かつ継続的に適切な対策を講じることで、安心安全なデジタルマーケティ
ングサービスの実現を目指してまいります。

⑤ 人材の獲得及び育成による生産性の向上
　　当社グループは、更なる事業拡大を実現していく上で、優秀な人材の採用と、継続的な人材
育成、及び組織への長期的な定着が必要不可欠であると考えております。引き続き、中途入
社・新卒入社合わせて、積極的な採用活動による優秀な人材確保を推進してまいります。ま
た、従業員の心理的安全性を重視した社内コミュニケーションの制度設計、教育制度の充実、
個々人の能力開発の強化に取り組み、高い生産性を発揮できる組織体制の構築に努めてまいり
ます。

⑥ 内部管理体制の強化
　　当社グループの更なる企業価値向上や事業拡大を実現する上で、各種業務プロセスの効率化
や、適切なリスク管理を行うために、業容の拡大に応じた内部管理体制の強化が必要であると
考えております。継続的な採用活動による管理部門の組織力強化を推進し、コーポレート・ガ
バナンスの充実に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容（2025年９月30日現在）
　当社グループは、データプラットフォーム事業の単一セグメントとしており、セグメントを
構成する主要なサービスとして、データプロダクトサービスと、コンサルティングサービスの
２つのサービスを展開しております。
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本 社 東京都渋谷区

支 社
大阪支社（大阪府大阪市）、名古屋支社（愛知県名古屋市）
福岡支社（福岡県福岡市）、仙台支社（宮城県仙台市）
広島支社（広島県広島市）、北海道支社（北海道札幌市）

株 式 会 社 エ ン ハ ン ス 東京都渋谷区

MicroAd Taiwan, Ltd. 中華民国（台湾）台北市
株 式 会 社
U N C O V E R  T R U T H 東京都渋谷区

(6) 主要な拠点（2025年９月30日現在）
① 当社

（注）2025年3月をもって京都研究所は閉鎖いたしました。また、2025年8月、北海道支社を設立し
営業を開始いたしました。

② 主要な子会社
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使 用 人 数 前事業年度末比増減

391（21.4）名 27名減

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

246（12.2）名 28名減 31.5歳 5.7年

　(7) 使用人の状況（2025年９月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１．当社グループは、データプラットフォーム事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は
　　　　　しておりません。
　　　２．使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グル
　　　　　ープへの出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記
　　　　　載しております。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であ
　　　り、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,500百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 980百万円

(8) 主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年９月30日現在）
　① 発行可能株式総数 96,000,000株

　② 発行済株式の総数 27,831,354株
　（注）１．取締役（監査等委員を除く）３名及び監査等委員取締役３名に対して、譲渡制限付株式付与のた

め、2025年2月7日付で普通株式を発行したことにより、発行済株式の総数が93,354株増加し
ております。

　　　　２．ストックオプションの行使により、発行済株式の総数が114,000株増加しております。

　③ 株主数 8,039名
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株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 サ イ バ ー エ ー ジ ェ ン ト 13,358千株 48.86％

株 式 会 社 S W A Y 1,550千株 5.67%

株 式 会 社 S B I 証 券 607千株 2.22%

楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 530千株 1.94%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 
5 0 5 0 4 4 481千株 1.76%

福 田 久 也 335千株 1.22%

渡 辺 健 太 郎 311千株 1.14%

マ イ ク ロ ア ド 従 業 員 持 株 会 251千株 0.92%

竹 内 康 仁 205千株 0.75%

野 村 證 券 株 式 会 社 166千株 0.61%

④ 大株主

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
当事業年度中に職務執行の対価として交付された株式は、取締役（監査等委員を除く）３名
に対して80,355株、監査等委員である取締役３名に対して12,999株です。

⑥ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 渡 辺 健 太 郎 経営全般
取 締 役
副 社 長 執 行 役 員 田 中 宏 幸 データプロダクトサービス担当

取 締 役
副 社 長 執 行 役 員 榎 原 良 樹

海外コンサルティングサービス、投資事業、子会社管理
担当
株式会社IZULCA 代表取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 内 田 正 宏

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 谷 地 舘 望

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 宮 沢 奈 央 TFR法律事務所

株式会社エスプール社外取締役

(２) 会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年９月30日現在）

（注）１．取締役（監査等委員）谷地舘望氏及び取締役（監査等委員）宮沢奈央氏は、社外取締役であります。
２．取締役（常勤監査等委員）内田正宏氏及び取締役（監査等委員）谷地舘望氏は、以下のとおり、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
　・内田正宏氏は、上場企業の経営管理部門担当の取締役や監査役の経験を有しています。
　・谷地舘望氏は、企業の経営管理部門での勤務経験、複数企業での監査役経験を有しております。

３．取締役（監査等委員）宮沢奈央氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見
を有しております。

４．当社は、社外取締役である谷地舘望氏及び宮沢奈央氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て指定し、同取引所に届け出ております。

５．当社は、日常的な情報収集や取締役会以外の重要な社内会議への出席等により監査の実効性を高める
こと、また、内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすることを目的として、常勤の監
査等委員を置いております。
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② 責任限定契約の内容の概要
　当社は各社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令が定める最低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役、監査役、
執行役員その他の管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契
約により、被保険者が会社役員など地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して、
保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされたことにより被保険者が被る法律上の損害
賠償金及び争訟費用の損害が填補されることとなります（保険契約上、免責事由とされている
ケースを除きます）。
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④ 取締役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2023年12月20日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除く）の個
人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。その決定方針の概要は次のとお
りであります。
・基本方針
　当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬は、基本金銭報酬、基本株式報酬、業績連動報

酬等で構成するものとし、取締役会において、取締役（監査等委員を除く）の役位に応じ
た個人別報酬レンジを設定した上で、当該レンジの範囲内で上記報酬等を支払う。具体的
な金額は、当社の業績、役位、職責、在任年数等を総合的に勘案して決定する。

・基本金銭報酬について
　取締役会にて定めた個人別報酬レンジの下限金額以上を基本金銭報酬として支払うものと

し、月例で支給する。
・基本株式報酬について
　企業価値への持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層

の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を毎年継続的に付与する。譲渡制
限付株式の割当てのための金銭報酬債権の金額は、基本金銭報酬の１割から３割程度と
し、原則として毎年の定時株主総会開催後最初の取締役会において、具体的な金銭報酬債
権の金額及び割当てる普通株式の数を決定する。

・業績連動報酬等について
　各事業年度の連結営業利益に対する一定の割合を原資とし、業務執行を担当する取締役に

対して、当該事業年度における業績、貢献度合い等を勘案し、支給の有無及び支給金額を
決定する。支給金額は個人別報酬レンジの上限金額から、基本金銭報酬及び基本株式報酬
を控除した金額の範囲内とする。業績連動報酬等については、年１回、事業年度終了後に
金銭又は株式報酬として支払う。

　また、監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、監査等委員の協議により決定してお
ります。

ロ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にかかる委任に関する事項
　取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬は、取締役会において定めた役位に応じた個
人別報酬レンジの範囲内において、取締役会から委任された代表取締役社長執行役員の渡辺
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健太郎が、各期の業績、各人の職責、在籍年数等を総合的に勘案の上決定しております。委
任の理由は、当社全体の業績や各取締役（監査等委員を除く）の職責等を総合的に勘案しつ
つ、その評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
　取締役会は、上記委任にあたり、個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を踏まえ、取締
役（監査等委員を除く）の役位に応じた個人別報酬金額の範囲を事前に決定しており、代表
取締役はその範囲内で個人別の報酬等を決定していることから、当事業年度に係る個人別の
報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
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区 分 報酬等の総額
( 千 円 )

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対 象 と な る
役 員 の 員 数基本金銭報酬 基本株式報酬 業績連動報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（う ち 社 外 取 締 役）

129,274
（－）

96,275
（－）

17,999
（－）

15,000
（－）

３名
（０名）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う ち 社 外 取 締 役）

20,911
（10,341）

18,000
（8,400）

2,911
（1,941） － ３名

（２名）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

150,186
（10,341）

114,275
（8,400）

20,911
（1,941）

15,000
（－）

６名
（２名）

ハ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 当社は、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額について、2021年12月９日開催の第15回定時
株主総会において年額200,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）と決議して
おります。第15回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は４名（うち社外取
締役１名）です。また、2023年12月20日開催の第17回定時株主総会において、上記の報酬枠とは
別枠として、譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠として年額200,000千円以内、株式数の上限を
年137,000株以内と決議しております。第17回定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除
く）の員数は３名（社外取締役なし）です。

２. 当社は、取締役（監査等委員）の報酬限度額について、2021年12月９日開催の第15回定時株主総
会において年額20,000千円以内と決議しております。第15回定時株主総会終結時点の取締役（監査
等委員）の員数は３名（うち社外取締役２名）です。また、2023年12月20日開催の第17回定時株
主総会において、上記の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式の割当てのための報酬枠として年額
20,000千円以内、株式数の上限を13,000株以内と決議しております。第17回定時株主総会終結時
点の取締役（監査等委員）の員数は３名（うち社外取締役２名）です。

３. 業績連動報酬等に係る算定の基礎として選定した業績指標は営業利益であり、その実績は前記「１．
企業集団の現況」に記載のとおりであります。当該指標を採用した理由は、営業利益が業績と収益性
の指標として一般的に認められており、業績向上へのインセンティブ付与を図るのみ適した指標であ
ると考えたからであります。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役（監査等委員）
 谷 地 舘 望

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。また、当事
業年度に開催された監査等委員会13回の全てに出席いたしました。
主に、財務、経理、内部統制に関する豊富な経験、知見に基づき、取締役会の
意思決定に妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。

取締役（監査等委員）
 宮 沢 奈 央

当事業年度に開催された取締役会19回の全てに出席いたしました。また、当事
業年度に開催された監査等委員会13回の全てに出席いたしました。
弁護士としての企業法務に関する専門的知見に基づき、取締役会の意思決定に
妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。

⑤ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役（監査等委員）宮沢奈央氏は、弁護士としてTFR法律事務所を運営しているほか、
株式会社エスプール社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はあり
ません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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３. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　　当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元につきましては、
重要な経営課題として認識しております。

　　現在、当社グループは成長過程にあると認識しており、内部留保の充実に注力する方針でありま
す。内部留保資金につきましては、優秀な人材の採用と育成のための費用や当社サービスの収益力
強化・維持のための開発費用等に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来
における安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考えております。今後の剰余金の配当につき
ましては、各期の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案した上で株主に対して
利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及びその時期等に
ついては未定であります。また、機動的な資本政策の実施などを目的として、自己株式の取得も適
宜検討してまいります。

　　なお、剰余金の配当を行う場合、年１回の期末配当を基本方針としております。配当の決定機関
としては、機動的な利益還元ができるよう取締役会決議でも剰余金の配当を行うことができる旨を
定款に定めております。また、当社は、取締役会の決議により一事業年度に１回、毎年３月31日
を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

４. 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資　  産　  の　  部）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
差 入 保 証 金
商 品
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
使 用 権 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

5,319,660
2,354,619
2,216,255
157,375
200,801
1,985

244,739
163,594
△19,710

3,830,019
513,013
214,732
259,924
38,357

1,596,415
344,982
1,000,596
250,836

1,720,590
779,853
58,507
512,352
399,327
△29,450　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 4,968,734

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,480,358
短 期 借 入 金 2,480,000
1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 19,800

リ ー ス 債 務 26,558
未 払 法 人 税 等 159,191
そ の 他 802,826

固 定 負 債 283,915
長 期 借 入 金 185,220
リ ー ス 債 務 13,030
資 産 除 去 債 務 85,665

負 債 合 計 5,252,650
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 3,285,483
資 本 金 1,033,554
資 本 剰 余 金 1,181,239
利 益 剰 余 金 1,183,071
自 己 株 式 △112,381

その他の包括利益累計額 211,533
為 替 換 算 調 整 勘 定 208,479
その他有価証券評価差額金 3,054

新 株 予 約 権 33,665
非 支 配 株 主 持 分 366,347

純 資 産 合 計 3,897,029
資 産 合 計 9,149,680 負 債 純 資 産 合 計 9,149,680

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）
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(2024年10月１日から2025年９月30日まで)
科 目 金 額

売 上 高 15,670,556
売 上 原 価 10,862,189
売 上 総 利 益 4,808,366
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,195,246
営 業 利 益 613,120
営 業 外 収 益
受 取 利 息 11,931
受 取 配 当 金 4,385
為 替 差 益 38,380
そ の 他 12,265 66,963

営 業 外 費 用
支 払 利 息 24,702
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 60,275
先 物 取 引 運 用 損 20,391
有 価 証 券 運 用 損 9,946
そ の 他 33,439 148,755

経 常 利 益 531,328
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 12
為 替 換 算 調 整 勘 定 取 崩 益 3,003
資 産 除 去 債 務 戻 入 益 14,495 17,511

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 329,835
関 係 会 社 株 式 売 却 損 5,840
固 定 資 産 除 却 損 137,472
そ の 他 61,669 534,817

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 14,021
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 167,162
法 人 税 等 調 整 額 △383,585 △216,423
当 期 純 利 益 230,444
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 35,366
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 195,077

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
有 価 証 券
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,258,120
735,342
1,788,582
157,375
88,545
234,364
30,722
200,801
34,570

△12,182
3,505,409

471,311
212,338
258,972
575,424
324,587
250,836

2,458,673
713,087
1,123,974
35,500
101,531
510,081
3,961

△29,461　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 4,448,329

買 掛 金 1,241,199
短 期 借 入 金 2,480,000
未 払 金 215,628
未 払 費 用 662
未 払 法 人 税 等 102,166
前 受 金 28,858
預 り 金 19,109
そ の 他 360,703

固 定 負 債 85,665
資 産 除 去 債 務 85,665

負 債 合 計 4,533,994
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,192,814
資 本 金 1,033,554
資 本 剰 余 金 675,913
資 本 準 備 金 490,601
そ の 他 資 本 剰 余 金 185,312

利 益 剰 余 金 595,727
そ の 他 利 益 剰 余 金 595,727
繰 越 利 益 剰 余 金 595,727

自 己 株 式 △112,381
評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,054

その他有価証券評価差額金 3,054
新 株 予 約 権 33,665
純 資 産 合 計 2,229,534

資 産 合 計 6,763,529 負 債 純 資 産 合 計 6,763,529

貸　借　対　照　表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）
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(2024年10月１日から2025年９月30日まで)
科 目 金 額

売 上 高 12,364,459
売 上 原 価 8,908,538
売 上 総 利 益 3,455,920
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,991,159
営 業 利 益 464,761
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,906
為 替 差 益 60,782
経 営 指 導 料 30,262
そ の 他 11,048 109,999

営 業 外 費 用
支 払 利 息 22,026
先 物 取 引 運 用 損 20,391
投 資 有 価 証 券 評 価 損 7,228
有 価 証 券 運 用 損 9,946
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 12,750
そ の 他 12,872 85,214

経 常 利 益 489,546
特 別 利 益
関 係 会 社 株 式 売 却 益 261,636
関 係 会 社 清 算 益 31,675
資 産 除 去 債 務 戻 入 益 14,495 307,807

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 137,472
投 資 有 価 証 券 評 価 損 329,835
そ の 他 18,075 485,383

税 引 前 当 期 純 利 益 311,969
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 98,975
法 人 税 等 調 整 額 △382,732 △283,757
当 期 純 利 益 595,727

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 広 瀬 　 勉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 竹 貴 也

独立監査人の監査報告書
2025年11月18日

株式会社マイクロアド
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社マイクロアドの2024年10月1日から
2025年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社マイクロアド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の
監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対
応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場
合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 広 瀬 　 勉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 竹 貴 也

独立監査人の監査報告書
2025年11月18日

株式会社マイクロアド
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社マイクロアドの2024年10月1
日から2025年9月30日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第19期事業年度の取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め意見を表明
するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

　①監査等委員会が定めた監査の方針と計画に基づき、内部統制部門と連携の上、重要な会議に出
席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調
査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま
した。

２．監査の結果
(1) 　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

監査等委員会の監査報告
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②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

(2) 　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月19日
株式会社マイクロアド　監査等委員会

常勤監査等委員 内 田 正 宏　印
監査等委員 谷 地 舘 望　印
監査等委員 宮 沢 奈 央　印

（注）　監査等委員谷地舘望及び宮沢奈央は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
　　　　る社外取締役であります。

以上
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

わた

渡
なべ

辺
 

　
けん

健
た

太
ろう

郎
(1974年１月16日)

1997年４月 株式会社大塚商会入社
1999年３月 株式会社サイバーエージェント入社
1999年７月 同社大阪支社支社長
2003年10月 同社ブログクリック事業責任者
2005年10月 同社アメーバ事業本部本部長
2006年12月 同社取締役就任
2007年7月 当社設立　代表取締役就任
2022年10月　当社代表取締役社長執行役員就任（現任）

311,885株

【取締役候補者とした理由】
　当社設立以来、代表取締役として当社グループの経営全般を主導し、当社グループの事業拡大に尽
力してまいりました。同氏の豊富な経験と実績は、当社グループの企業価値の更なる向上に大きく貢
献するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

２

た

田
なか

中
 

　
ひろ

宏
ゆき

幸
(1978年８月４日)

2002年４月 ＴⅠＳ株式会社入社
2004年８月 株式会社サイバーエージェント入社
2005年９月 同社ブログクリック事業部マネージャー
2007年７月 当社設立　取締役就任
2012年12月 当社常務取締役就任
2022年10月　当社取締役副社長執行役員就任（現任）

119,885株

【取締役候補者とした理由】
　代表取締役の渡辺とともに、当社設立以来取締役として当社グループのデータプラットフォーム事
業の全般に関与し、その拡大に尽力してまいりました。これらの豊富な経験と実績は、当社グループ
の企業価値の更なる向上に大きく貢献するものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いするものでありま
す。
　なお、本議案について監査等委員会からの特段の指摘事項はございません。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

３

えの

榎
はら

原
 

　
よし

良
き

樹
(1974年７月13日)

1997年４月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井
住友銀行）入行

2001年１月 株式会社サイバーエージェント入社
2011年６月 当社入社
2018年12月 当社取締役就任
2022年10月　当社取締役副社長執行役員就任（現任）
2024年10月　株式会社マイクロアドベンチャーズ代表

取締役就任（現任）
2025年5月　株式会社IZULCA代表取締役就任（現

任）

42,485株

【取締役候補者とした理由】
　当社入社後、海外子会社の現地責任者を務め、日本に帰国した後はコーポレート部門、海外事業、
投資事業などの業務に携わり、当社の事業拡大、グループ管理に尽力してまいりました。これらの豊
富な経験と実績は、当社グループの経営の監督と企業価値向上に大きく貢献するものと判断し、引き
続き取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 各候補者の「所有する当社の株式数」は、2025年９月30日現在のものであります。
３．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「２．会社の現況 (２)会社役員の状況 ③役員等賠
償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が取締役に就任した場合、当該保険
契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定して
おります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

１

　　　※
もり

森
みつ

光
 

　
なお

直
よ

代
(1961年12月27日)

1985年4月　日興證券株式会社
　　　　　　（現　SMBC日興証券株式会社）入社
2003年4月　同社第一企業法人部長
2016年4月　株式会社三井住友銀行出向
2018年4月　SMBC日興証券株式会社帰任
　　　　　　 同社企業公開投資銀行本部　本部長補佐
2020年4月　株式会社SBI証券転籍
　　　　　　 同社コーポレート第二部長
2022年4月　同社企業金融法人部　上席部長
2025年8月　同社退職

ー

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　森光直代氏は、長年にわたり複数の証券会社において、主としてIPO（株式公開）関連業務に従事
することを通じて、内部統制、コーポレートガバナンス及び財務等に関する相当程度の知見を有して
おり、これらの経験及び知見に基づいて当社の経営に対する監督等に十分な役割を果たすことが期待
できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

２

や

谷
ち

地
だて

舘
 

　
のぞむ

望
(1971年９月14日)

1996年４月　Monitor Company, Inc.
　　　　　　（現　MonitorDeloitte）入社
1999年８月　株式会社サイバーエージェント入社
1999年９月　株式会社サイバーエージェント　監査役就任
2010年３月　株式会社セレス　監査役就任
2015年３月　株式会社セレス　監査役退任
　　　　　　  同社退社
2019年２月　株式会社セレス入社（現任）
2020年３月　当社監査役就任
2021年12月　当社取締役（監査等委員）就任（現任）

5,833株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　谷地舘望氏は、企業の経営管理部門での勤務経験、複数企業での監査役経験を通して、当社の属す
る業界に関する相当程度の知見並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの
経験及び知見に基づいて当社の経営に対する監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断
し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 38 －



候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当社の株式数

３

みや

宮
ざわ

沢
 

　
な

奈
お

央
(1982年５月25日)

2005年４月　ぴあ株式会社入社
2016年９月　弁護士登録　ＴＦ法律事務所開設
2018年２月　ＯＭＭ法律事務所開設
　　　　　　 株式会社エスプール　社外取締役就任（現
任）
2020年９月　ＴＦＲ法律事務所（現任）
2020年10月　当社監査役就任
2021年12月　当社取締役（監査等委員）就任（現任）

（重要な兼職の状況）
　TＦＲ法律事務所
　株式会社エスプール　社外取締役

5,833株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　宮沢奈央氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありません
が、弁護士資格と企業法務に関する相当程度の知見を有しており、これらの資格及び知見に基づいて
当社の経営に対する監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査等委員である社外
取締役候補者としております。

（注）１.※印は、新任の候補者であります。
　　　２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

 ３. 各候補者は、社外取締役候補者であります。
 ４. 谷地舘望氏及び宮沢奈央氏は、現在、当社の監査等委員である取締役（社外取締役）でありますが、

それぞれの在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
 ５. 当社は、谷地舘望氏及び宮沢奈央氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令が定める最低責任限度額としており、同氏らが再任された場合は、両氏との当該契約を継続
する予定であります。また、森光直代氏が選任された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定
であります。

 ６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「２．会社の現況 (２)会社役員の状況 ③役員等賠
償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が監査等委員に選任され就任した場
合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での
更新を予定しております。

 ７. 当社は、社外取締役である谷地舘望氏及び宮沢奈央氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て指定し、届け出ており、同氏らが再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
また、森光直代氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、
同氏が選任された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以上

－ 39 －



会場：東京都渋谷区道玄坂1-12-2
渋谷エクセルホテル東急（渋谷マークシティ内）6階　プラネッツルーム
電話　03（5457）0109

交通 京王井の頭線 渋谷駅　2階の中央口から3階へ上がり、エクセル
ホテル専用エレベーターをご利用の上、6階の会場
へお越しください。

JR／山手線、埼京線、湘南新宿ライン 各渋谷駅より、京王井の頭線　渋谷駅方面にお越し
ください。東急／東横線、田園都市線

東京メトロ／銀座線、半蔵門線、副都心線
（お車でのご来場はご遠慮ください）

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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